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公
契
約
関
係
競
売
入
札
妨
害

事
件
に
係
る
再
発
防
止
対
策

特
別
委
員
会
か
ら
の
審
査
報
告

　
令
和
４
年
12
月
21
日
に
開
催

さ
れ
た
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

倫
理
条
例
に
係
る
検
討
と
し
て
、

倫
理
条
例
施
行
規
程
案
に
つ
い

て
協
議
し
た
。
そ
の
後
、
府
中

市
議
会
政
治
倫
理
条
例（
仮
称
）

原
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
手
続
の
実
施
に
よ
り

寄
せ
ら
れ
た
各
条
文
の
文
言
な

ど
に
関
す
る
56
件
の
意
見
に
対

し
、
市
議
会
と
し
て
の
考
え
方

を
示
す
た
め
、
１
件
ず
つ
議
員

間
討
議
を
行
っ
た
。

　
５
年
１
月
17
日
に
開
催
さ
れ

た
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
の
実

施
に
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に

対
す
る
市
議
会
の
考
え
方
に
つ

い
て
最
終
確
認
を
行
い
、
こ
れ

を
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
、
次
回
の
委
員
会
で
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
寄

せ
ら
れ
た
意
見
を
受
け
て
修
正

し
た
倫
理
条
例
案
な
ど
の
最
終

確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
２
月
22
日
に
開
催
さ
れ
た
委

員
会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例

に
係
る
検
討
と
し
て
、
府
中
市

議
会
政
治
倫
理
条
例
（
仮
称
）

原
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
手
続
の
結
果
を
市
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た

こ
と
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

倫
理
条
例
案
に
つ
い
て
全
文
の

最
終
確
認
を
行
っ
た
。

　
ま
た
、
倫
理
条
例
施
行
規
程

案
に
つ
い
て
も
最
終
確
認
す
る

と
と
も
に
、
条
例
の
公
布
日
以

降
、
４
月
１
日
ま
で
に
公
布
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
な
ど
の
報

告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

竹
内

祐
子

議
員（
共
産
）　
改
正

動
物
愛
護
管
理
法
で
は
、
飼
育
中

の
犬
猫
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の

装
着
や
所
有
者
情
報
の
登
録
が
飼

い
主
の
努
力
義
務
と
さ
れ
た
。
迷

子
の
犬
猫
の
捜
索
に
、
マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
装
着
は
有
効
と
思
う
が
、

市
と
し
て
補
助
支
援
す
る
考
え
は
。

生
活
環
境
部
長
　
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

プ
装
着
は
、
迷
子
や
地
震
の
発
生

時
に
飼
い
主
の
元
へ
戻
す
効
果
が

あ
る
ほ
か
、
情
報
登
録
に
よ
り
無

責
任
な
遺
棄
等
の
抑
止
が
期
待
で

き
る
。
こ
の
た
め
、
飼
育
中
の
犬

猫
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
等

の
支
援
に
つ
い
て
は
、
先
進
事
例

を
参
考
に
調
査
・
研
究
し
て
い
く
。

議
員
　
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
や

飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
去
勢
・
不

妊
手
術
等
に
対
す
る
費
用
助
成
に

つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
を
活
用
す
る
考
え
は
。

生
活
環
境
部
長
　
財
源
確
保
の
面

で
利
点
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
市

で
実
施
し
て
い
る
飼
い
主
の
い
な

い
猫
の
去
勢
等
へ
の
補
助
事
業
に

対
す
る
活
用
に
つ
い
て
、
先
進
事

例
を
参
考
に
調
査
・
研
究
を
行
う
。

他	

多
磨
駅
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て

前
川

浩
子

議
員
（
市
フ
ォ
）
　
こ
の

４
年
間
で
本
市
の
教
育
現
場
に
は

数
多
く
の
変
化
が
あ
っ
た
が
、
こ

の
う
ち
、
特
別
支
援
教
室
の
現
状

と
今
後
の
展
望
は
。

教
育
部
長
　
令
和
４
年
度
の
拠
点

校
増
設
に
よ
り
学
校
間
の
連
携
が

緊
密
に
な
り
、
一
層
き
め
細
や
か

な
指
導
・
支
援
が
で
き
る
体
制
が

整
っ
た
。
引
き
続
き
、
全
て
の
教

職
員
の
専
門
性
向
上
に
資
す
る
取

組
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
児

童
・
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
実
態
を

踏
ま
え
た
指
導
を
行
っ
て
い
く
。

議
員
　
全
国
的
に
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
不
登
校
で
あ
る
が
、

市
の
不
登
校
対
策
は
。

教
育
部
長
　
５
年
度
か
ら
サ
ポ
ー

ト
ル
ー
ム
と
い
う
名
称
で
、
校
内

の
別
室
に
よ
る
支
援
体
制
を
全
校

に
導
入
し
、
教
室
に
入
れ
な
い
児

童
・
生
徒
の
学
習
支
援
等
、
教
室

復
帰
を
目
指
す
た
め
の
支
援
を
行

う
。
ま
た
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
、

適
切
な
場
所
で
適
切
な
支
援
を
選

択
で
き
る
、
重
層
的
・
複
合
的
な

支
援
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。

他	

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
対
す
る
府
中
市

の
考
え
方
と
対
策
を
、
改
め
て
お
聞
き

し
ま
す

マイクロチップ装着・去勢等の費用助成
ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ を
活 用 し て は ど う か

財源確保の面で利点が認められるため
飼い主のいない猫の去勢等について
先進事例を参考に調査・研究を行う

本

市

の

特

別

支

援

教

室

今

後

の

展

望

は

児

童

・

生

徒

一

人

ひ

と

り

の

実

態

を

踏

ま

え

た

指

導

を

行

っ

て

い

く
▲猫との暮らし方講座の様子

常任委員会の審査報告から

特別委員会の概要
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委

員

会

基
地
等
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
調
布

飛
行
場
に
係
る
動
き
と
し
て
、
都
か
ら
大
島

空
港
の
給
油
設
備
工
事
が
過
去
２
回
不
調
と

な
っ
て
い
た
た
め
、
誘
導
路
等
舗
装
工
事
と

分
割
し
て
発
注
し
た
と
こ
ろ
、
給
油
設
備
工

事
は
落
札
さ
れ
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、

学
校
用
地
の
確
保
見
送
り
や
留
保
地
内
幹
線

道
路
の
線
形
変
更
を
前
提
に
、
土
地
利
用
の

ゾ
ー
ン
区
分
見
直
し
の
方
向
性
を
検
討
し
た
。

　
法
務
省
関
連
施
設
に
係
る
動
き
に
つ
い
て
、

関
東
医
療
少
年
院
跡
地
の
地
下
埋
設
物
調
査

を
令
和
４
年
度
末
ま
で
実
施
予
定
で
あ
る
な

ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

　
近
隣
の
方
を
対
象
と
す
る
新
庁
舎
建
設
工

事
の
説
明
会
を
、
令
和
４
年
12
月
に
２
回
実

施
し
、
「
は
な
れ
」
竣
工
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ	

ー
ル
の
ほ
か
、
「
お
も
や
」
工
事
の
進
捗
状

況
と
今
後
の
工
事
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
「
お
も
や
」
へ
の
移
転
日
程
に
つ
い
て
、

シ
ス
テ
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
移
行
に
係
る

作
業
員
の
確
保
や
デ
ー
タ
の
事
前
移
行
等
に

よ
り
作
業
時
間
の
短
縮
が
見
込
め
る
こ
と
か

ら
、
５
年
８
月
10
日
か
ら
13
日
ま
で
の
４
日

間
と
し
、
14
日
か
ら
「
お
も
や
」
で
の
業
務

を
開
始
す
る
予
定
で
あ
る
な
ど
の
報
告
が
あ

り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
第
一
期
改
築
実
施
校
で
あ
る
府
中
第
八
小

学
校
の
校
舎
棟
が
令
和
５
年
２
月
に
竣
工
し

た
。
ま
た
、
府
中
第
一
中
学
校
の
校
舎
棟
及

び
体
育
館
棟
は
５
年
３
月
に
竣
工
す
る
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
に
お
け
る
学
校
用

地
の
必
要
性
の
確
認
に
つ
い
て
、
市
長
部
局

か
ら
教
育
委
員
会
に
依
頼
が
あ
り
、
利
用
開

始
時
期
が
見
通
せ
な
い
こ
と
や
、
財
政
負
担

の
低
減
効
果
も
想
定
ほ
ど
は
見
込
め
な
い
可

能
性
が
高
い
こ
と
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

同
留
保
地
に
お
け
る
学
校
用
地
の
確
保
に
つ

い
て
は
、
見
送
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
回

答
し
た
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承

し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
い
じ
め
防
止
対
策

推
進
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
い
じ
め

の
防
止
等
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て

基
本
理
念
を
定
め
、
市
、
学
校
及
び

学
校
の
教
職
員
並
び
に
保
護
者
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
市

の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
対
策
を
総
合
的

か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
新

た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
委
員
か
ら
、「
本
条
例
を
実
効
性

の
あ
る
も
の
と
し
、
市
は
絶
対
に
い

じ
め
を
許
さ
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス

を
貫
い
て
ほ
し
い
た
め
、
本
案
に
賛

成
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
市
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
推
進
プ
ラ
ン
に
掲
げ
る
モ

デ
ル
事
業
を
検
討
す
る
附
属
機
関
等

の
設
置
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
モ
デ
ル
事
業
検
討
協
議

会
で
は
、
委
員
任
期
を
１
年
と
し
、

府
中
駅
周
辺
施
設
の
効
率
的
な
更
新

と
活
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
」「
市

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
等
推
進
協

議
会
で
は
、
委
員
任
期
を
３
年
と
し
、

令
和
６
年
度
ま
で
に
同
方
針
及
び
バ

リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
の
策
定
を
目

指
す
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業

の
安
定
的
か
つ
健
全
な
運
営
及
び
法
定

外
一
般
会
計
繰
入
金
等
の
削
減
を
図
る

た
め
、
国
保
税
の
賦
課
限
度
額
の
見
直

し
な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
医
療
分

の
賦
課
限
度
額
を
63
万
円
か
ら
65
万
円

に
改
め
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
低
所
得
者
の
負

担
増
に
な
ら
な
い
よ
う
、
保
険
税
率
等

を
据
え
置
く
こ
と
を
、
最
終
的
に
判
断

し
た
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
今
回
は
、
所
得
割
及

び
均
等
割
に
つ
い
て
据
え
置
く
と
の
こ

と
で
あ
る
た
め
、
本
案
に
賛
成
す
る
」

等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
市
民
保
養
所
や
ち
ほ

の
管
理
運
営
方
法
に
つ
い
て
、
指
定
管

理
者
に
よ
る
管
理
運
営
方
式
か
ら
市
の

直
営
方
式
に
変
更
す
る
こ
と
に
伴
う
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
令
和
６

年
度
に
当
該
施
設
の
譲
渡
を
予
定
し
て

お
り
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
維
持
の

観
点
な
ど
か
ら
、
現
指
定
管
理
者
が
定

め
た
利
用
料
金
と
同
額
の
使
用
料
に
改

正
す
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
５
年
４
月
１
日

か
ら
当
面
休
館
と
な
る
予
定
で
あ
り
、

で
き
る
だ
け
早
い
段
階
で
再
開
で
き
る

よ
う
取
り
組
む
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

第
３
号
議
案

府
中
市
い
じ
め
防
止
対
策
推
進

条
例

第
10
号
議
案

府
中
市
民
保
養
所
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

第
８
号
議
案

府
中
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
１
号
議
案

府
中
市
附
属
機
関
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

一般質問・常任委員会・特別委員会


